
病児・病後児保育事業を
実施しています

知名町役場子育て支援課　TEL：０９９７－８４－３１７０

Q＆A Q: 預かって欲しい時、まずはどうすればいいの？

A： まずは受け入れが可能か、本部医院に電話でご確認く

ださい。

Q: どんな所で、どんな人がお世話をしてくれるの？

A: 本部医院の病児ルームで、保育士がお世話します。

病状の急変など必要があれば保護者に確認のもと、診察

をすることもあります。

その際は、別途医療費がかかります。

Q: 短時間でも預けられますか？

A: 預けられます。ただし、利用料金は一律５００円となり、

利用時間内に限ります。

●病児・病後児保育事業とは？

病気または病気回復期のお子さんを家庭で看護することができないとき、集団保

育等の許可が下りるまで、一時的にお子さんを預かる事業です。

●病児・病後児保育を利用できる人

集団保育が困難な場合であり、かつ保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行

うことが困難な０歳から小学校３年生までの児童。

●実施施設

本部医院 TEL：０９９７－９３－３１３１

●利用にあたっての手続き

本部医院にて登録申込書・利用申請書を記入し提出。

●利用料金

５００円

別途：昼食・おやつ代５００円（持参の場合なし）、医療費

●利用時間

月・火・木・金曜日 ９：３０～１７：００

水・土曜日 ９：３０～１２：３０

●その他

定 員：１日２名まで

感染症や症状、職員体制等により利用できない場合もあります。

持ち物：通常、園等へ持参しているもの。


